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議会運営委員会 会議録（要旨） 

 

○ 開催年月日 令和３年 12月 13日（月） 

午後１時 10分 開会 

午後１時 25分 閉会 

 

○ 場   所 第３常任委員会室 

 

○ 出 席 委 員（９名） 

委 員 長 伊 波 一 男  副委員長 濱 元 朝 晴 

委  員 山 城 康 弘  委  員 知 念 秀 明 

委  員 米 須 清 正  委  員 知 名 康 司 

委  員 －  委  員 桃 原   朗 

委  員 岸 本 一 德  委  員 桃 原   功 

 

議  長 上 地 安 之 

 

○ 欠 席 委 員（１名） 

委  員 呉 屋   等 

 

○ 委員外議員（０名） 

 

○ 説 明 員（０名） 

 

○ 議会事務局職員出席者（４名） 

局  長 東川上  芳光  課  長 仲 村 厚 子 

議事係長 平 田 駒 子  担当主査 大 城 拓 也 

 

○ 協 議 案 件 

 １．（仮）海底火山噴火により噴出した軽石の漂流・漂着に関する意見書 

について 

  ２．その他 
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議会運営委員会（要旨） 

 

令和３年 12月 13日（月） 

 

○伊波一男 委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

（開会時刻 午後１時 10分） 

 

【協議事項】 

（仮）海底火山噴火により噴出した軽石の漂流・漂着に関する意見書について 

 

○伊波一男 委員長 前回の委員会で山城康弘委員より、本件意見書の文案が配付され、

各会派検討のうえ、修正意見を 10日までに事務局へ集約することとなっていた。 

その集約結果について事務局より説明させたい。 

○議会事務局 件名、文案、宛先に対し、修正意見はなかった。 

○伊波一男 委員長 件名、文案は、宛先は、文案のとおりでよろしいか。 

（「異議なし」という者あり）  

○伊波一男 委員長 次に、要請の仕方につい協議してまいりたい。 

○桃原功 委員 提案者を含めた直接行動をお願いしたい。 

○山城康弘 委員 本員は、浦添宜野湾漁港の組合長はじめ関係者から直接聞き取りを

行ったが、今非常に困っている状況がある。他市は郵送で対応したようだが、ぜひ市

民の声を伝えるため直接行動で要請したい。 

○岸本一德 委員 代表による直接行動がよい。 

○桃原朗 委員 現場に積まれた軽石の量を見ると、事業者が苦慮していることがよく

分かる。ぜひ、直接行動していただきたい。 

○伊波一男 委員長 沖縄県知事に対しては、直接要請行動を行うことでよろしいか。 

       （「異議なし」という者あり） 

○伊波一男 委員長 次に、要請行動の日程案について、事務局長より提案させたい。 

○議会事務局 定例会最終日 12月 23日の午後３時以降を提案したい。 

○桃原功 委員 沖縄県知事以外の宛先は、全て国の機関であるが、西銘沖縄北方対策

担当大臣は、来沖の日程等を確認し、直接要請行動ができる方向で調整いただきたい。 

○伊波一男 委員長 日程を 23日、24日のうちで先方に合わせ調整することでよいか。 

（「異議なし」という者あり） 

○伊波一男 委員長 要請行動は、定例会最終日 12 月 23 日（木）本会議閉会後、知事

及び大臣の日程次第では 24日（金）に行うこととして、要請者は、議長、正副委員長、

提案者の山城委員の４名でよいか。 

       （「異議なし」という者あり） 

○伊波一男 委員長 要請行動の日程が決定したら、定例会最終日に本会議場の議員席
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へ「要請行動予定表」を配付しお知らせすることでよいか。 

       （「異議なし」という者あり） 

○伊波一男 委員長 上程日は、12月 16日（木）の一般質問初日の冒頭としたい。 

ほかに意見があれば伺いたい。 

○桃原功 委員 意見書の文案について１点確認したい。「記」の１番目の項目に、「保

障制度を創設すること」とあるが、制度の創設とした理由を伺いたい。 

○山城康弘 委員 今回限りではなく今後も出てくる可能性があるため、対応に幅をも

たせるためである。 

○伊波一男 委員長 協議したとおり進めてよろしいか。 

       （「異議なし」という者あり） 

【協議結果】  

本件について、以下のとおり決定した。 

①件名：海底火山噴火により噴出した軽石の漂流・漂着に関する意見書 

②文案：確認したとおり 

③宛先：内閣総理大臣、内閣官房長官、農林水産大臣、国土交通大臣、経済産業大臣、 

    環境大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄県知事 

④要請方法：沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄県知事は直接要請。その他は郵送。 

 

【協議事項】 

その他 

 

○伊波一男 委員長 ほかにあれば伺いたい。 

○議会事務局 議案第 89 号宜野湾市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一

部を改正する条例について、除斥の判断基準に照らし、消防団長及び団員の職にある

議員については、除斥に該当する可能性があると思われることから、審議の際は自主

的に退席していただいている。今定例会で本条例案が可決後、３月定例会では、当該

改訂報酬による令和４年度当初予算の提出が予想される。その際は、文献によると、 

予算の一体性の考え方から除斥されない旨記載があるので、退席せずに審議に参加し

ていただきたい。そのような事務局見解であることを報告いたしたい。 

○伊波一男 委員長 ほかになければ終わりたいがよろしいか。 

（「異議なし」という者あり） 

 

○伊波一男 委員長 本日の委員会を閉会いたします。   閉会時刻（午後１時 25分） 

 


